
※令和7年4月1日から

● 認定申請

事前審査無し 52,000 円 事前審査無し 73,000 円

確認書
※1
添付 17,000 円 確認書

※1
添付 21,000 円

住宅性能評価書添付 17,000 円

事前審査無し 123,000 円 事前審査無し 174,000 円

確認書※1添付 35,000 円 確認書※1添付 43,000 円

住宅性能評価書添付 35,000 円

事前審査無し 200,000 円 事前審査無し 283,000 円

確認書
※1
添付 58,000 円 確認書

※1
添付 73,000 円

住宅性能評価書添付 58,000 円

事前審査無し 394,000 円 事前審査無し 561,000 円

確認書※1添付 105,000 円 確認書※1添付 132,000 円

住宅性能評価書添付 105,000 円

※1・・・令和4年2月20より適合書が確認書に変わりました。

● 変更認定申請

事前審査無し 52,000 円 事前審査無し 73,000 円

確認書
※1
添付 17,000 円 確認書

※1
添付 21,000 円

住宅性能評価書添付 17,000 円

事前審査無し 123,000 円 事前審査無し 174,000 円

確認書※1添付 35,000 円 確認書※1添付 43,000 円

住宅性能評価書添付 35,000 円

事前審査無し 200,000 円 事前審査無し 283,000 円

確認書※1添付 58,000 円 確認書※1添付 73,000 円

住宅性能評価書添付 58,000 円

事前審査無し 394,000 円 事前審査無し 561,000 円

確認書※1添付 105,000 円 確認書※1添付 132,000 円

住宅性能評価書添付 105,000 円

※1・・・令和4年2月20より適合書が確認書に変わりました。

● 第9条第1項の規定に基づく計画の変更認定申請(譲受人の決定）

1戸につき　4,500円

● 第9条第3項の規定に基づく区分所有住宅の管理者等が選任された場合

1棟につき　8,600円

● 第10条の規定に基づく承認申請(地位の承継）

1戸につき　4,500円

※2・・・第8条第2項の規定に基づき準用する第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどう
かの審査を受けるよう申し出る場合は、確認申請手数料相当額を加算する。

６戸～１０戸 ÷申請戸数
　千円未満切捨※2

÷申請戸数
　千円未満切捨※2

１０戸を超える ÷申請戸数
　千円未満切捨※2

÷申請戸数
　千円未満切捨※2

1戸

２戸～５戸 ÷申請戸数
　千円未満切捨※2

÷申請戸数
　千円未満切捨※2

※2・・・第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合
は、確認申請手数料相当額を加算する。

住棟の総戸数
認定手数料（戸当たり）

新築 既存住宅

６戸～１０戸 ÷申請戸数
　千円未満切捨※2

÷申請戸数
　千円未満切捨※2

１０戸を超える ÷申請戸数
　千円未満切捨※2

÷申請戸数
　千円未満切捨※2

1戸

２戸～５戸 ÷申請戸数
　千円未満切捨※2

÷申請戸数
　千円未満切捨※2

鹿屋市長期優良住宅認定申請等手数料一覧表

住棟の総戸数
認定手数料（戸当たり）

新築 既存住宅


